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１．道路事業評価手法の構図と課題について１．道路事業評価手法の構図と課題について

① 費用便益分析手法の改善

② 道路事業の多様な効果・影響について、金銭価値化の検討

③ 道路事業の多様な効果・影響について、定量的・定性的な評価手法の充実

① 費用便益分析手法の改善

② 道路事業の多様な効果・影響について、金銭価値化の検討

③ 道路事業の多様な効果・影響について、定量的・定性的な評価手法の充実

便益が費用を上回っている

費用対便益（Ｂ／Ｃ)

事業実施環境

自動車や
歩行者への

影響

社会全体への
影響

渋滞対策

事故対策

歩行空間

住民生活

地域経済

災 害

環 境

地域社会

事業の効果・影響

レ
円滑な事業執行の環境が整っている

走行経費減少

交通事故減少

走行時間短縮
① 費用便益分析手法の改善

事業採択の
前提条件の確認

（事業の投資効果を確認）

（事業の特徴的な効果を確認）

（事業執行にあたっての実施環境を確認）

レ

【総合的な評価】

③ 定量的・定性的な
評価手法の充実

② 金銭価値化の検討
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２．費用便益分析マニュアルの見直し２．費用便益分析マニュアルの見直し

（１）便益に係る原単位（１）便益に係る原単位

①走行時間短縮便益①走行時間短縮便益

・今回の改定で

妥当性を検討。
－

・全国５千万台のドライバーと

同乗者が、全て月収35万円

の常用労働者として計算さ

れている。

・「人の機会費用」については、常

用労働者の賃金率等を用いて

いる。

人の時間価値

（業務目的）

検討の方向
地方の意見（事業評

価監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目

業務目的の自家用乗用車ドライバー及び同乗者の時間当たり機会費用

＝ ÷

＝ ÷ 0.816

＝ 46.70（円/人・分） ［平成15年価格］

常用労働者平均現金給与総額

平均月間実労働時間

労働費用に占める

現金給与総額の割合

350,009（円/人・月）

152.6（時間/人・月） × 60（分）

＊１
＊２

＊１

＊３

＊１：「毎月勤労統計調査 平成１３年度分結果確報（厚生労働省）」
（常用労働者５人以上の事業所において、調査期間の前２ヶ月に各々１８日以上
雇われた者を調査）

＊２：「賃金労働時間制度等総合調査報告1998（労働省）」

＊３：賃金率の年平均伸び率（ H8⇒H13）で補正。
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２．費用便益分析マニュアルの見直し２．費用便益分析マニュアルの見直し

（１）便益に係る原単位（１）便益に係る原単位

①走行時間短縮便益①走行時間短縮便益

・今回の改定で

妥当性を検討。

－

・余暇の時間であっても、働く

ことを仮定している。仕事を

していない時間としての価値

の見積もり方をすべき。

・イギリスなどは、余暇につい

て全然時間価値が違う。

・「資源価値アプローチ」（所得接

近法）を採用しており、そのとき

（余暇時間）に選択可能な行動

の中で、最も高い収益が得られ

るもの（労働）から時間価値を設

定。

人の時間価値

（非業務目的）

検討の方向
地方の意見（事業評

価監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目

時間価値の設定方法について、現行マニュアルでは「資源価値」に

基づく計測を行っているが、非業務については、「行動価値」に基

づく計測手法の採用を検討すべき

過去の委員会における指摘

非業務目的の自家用乗用車ドライバー及び同乗者の時間当たり機会費用

＝ × ＋ ×

= 38.11 （円/人・分） × 0.758 ＋ （ 0.242 × 0.855 ）

= 36.77 （円/人・分） ［平成15年価格］

常用労働者平均現金給与総額

平均月間実労働時間

＊１：平成１１年度道路交通センサスより算出
＊２：「住民基本台帳人口要覧（H13）（市町村自治研究会編）」より算出

＊１

＊２

ドライバーの割合
（0.758)

同乗者の割合
（0.242)

15歳以上人口
総人口＊１
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２．費用便益分析マニュアルの見直し２．費用便益分析マニュアルの見直し

（１）便益に係る原単位（１）便益に係る原単位

①走行時間短縮便益①走行時間短縮便益

・今回の改定で
妥当性を検討。

－

・レンタカーとして貸し出すな

どというのはあり得ない想定。

車両の機会費用を乗用車に

ついて見積もるのはおかし

なこと。

・各家計は効用最大化を図り、各

市場は完全競争的という条件の

もとでは、自家用車についても

効用を最大化するように行動す

ると考えれば、機会費用を計上

することができると考える 。

自家用車両の

時間価値

検討の方向
地方の意見（事業評

価監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目

車両（乗用車）の時間当たり機会費用

＝ １分当たり平均レンタル価格 － １分当たり走行経費

＝ 16.50（円/分・台） － 3.99 （円/分）

＝ 12.51（円/分・台） ［平成15年価格］

＊１

＊２

＊１：広域レンタカー事業者等１０社について、排気量区分別の平均価格を調査し、排気量
区分毎の車両保有台数により按分することで、平均的なレンタカー価格を算出

＊２：油脂費、タイヤ・チューブ費、整備費、車両償却費（燃料費を除く）
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２．費用便益分析マニュアルの見直し２．費用便益分析マニュアルの見直し

（１）便益に係る原単位（１）便益に係る原単位

②走行経費短縮便益②走行経費短縮便益

⇒ 特段の指摘なし

③交通事故減少便益③交通事故減少便益

人身事故における人的損失額について、諸

外国では支払い意思額を用いている国もあり、

今後の課題として検討すべき

過去の委員会における指摘

・今回の改定

に向けて検

討。

－

・事故減少便益について、日

本は、自賠責の保険金額を

見積もっているので、見直す

べき。

・日本の事故減少便益は、先

進国の中でも最も少ない。人

間の命を軽くしてはいけない。

【答弁】

・死亡による人的損失額を、

約３，６００万円／人［Ｈ１５］とし

て算出。

死亡による

社会的損失

検討の方向
地方の意見（事業評

価監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目
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・算定手法の

熟度に応じ、

今回の改定

に向けて検

討。

・３便益以外の国民に

分かりやすい便益項

目注）の計測方法を検

討すべき。地方の道

路では便益がでない。

・住民や利用者の気持ちや

利便性の向上、医療用道路

の安心感も加味して評価さ

れるべき。

・CO2削減を便益に入れる場

合、プラス要因だけでなくマ

イナス要因を入れるよう議

論すべき。

・自然、環境、景観などへの

マイナス要因も費用便益分

析に取り入れるべき。

・現時点における知見により、十

分な精度で計測が可能でかつ

金銭表現が可能である、「走行

時間短縮」、「走行経費減少」、

「交通事故減少」の項目により

便益を算出。

便益算定項目

検討の方向
地方の意見（事業評価

監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目

２．費用便益分析マニュアルの見直し２．費用便益分析マニュアルの見直し

注）通行規制、冬期交通、高次医療、環境改善、災害孤立、CO2、信頼性向上、物流、離島の生活利便性向上、地域格差を考慮した便益等

（２）便益算定項目（２）便益算定項目
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２．費用便益分析マニュアルの見直し２．費用便益分析マニュアルの見直し

・今回の改定に

向けて検討。

・維持修繕費について

は、車線数による区

分など、細分化が必

要。

－

・維持管理費は、既存の路線で

の実績を参考に、交通量等を

考慮して設定することが原則。

参考に道路種別ごとの全国平

均値を示している。

維持管理費

検討の方向
地方の意見（事業評

価監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目

（３）費用算定項目（３）費用算定項目

道路種別毎の年間維持管理費（参考）

0.240.48市町村道

1.42.7都道府県道（一般都道府県道）

1.64.1都道府県道（主要地方道）

2.25.3一般国道（補助）

2.927一般国道（直轄）

雪寒費維持修繕費

維持管理費
道路種別

（単位：百万円／km）

※ 上記の値は、車線数、交通量、構造物比率等を考慮せず、
便宜的に全国一律の平均値を算出したものである。
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２．費用便益分析マニュアルの見直し２．費用便益分析マニュアルの見直し

（４）前提条件（４）前提条件

・今回の改定に

向けて検討。

・他事業との統一を図

るべきではないか

（他事業は概ね５０

年）。

・４０年の期間について、税法

上の道路に関する減価償却

期間は４５年から７５年であ

り、それより短い。考え方の

検討が必要。

・供用開始後４０年。評価期間

検討の方向
地方の意見（事業評

価監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目

３．３． 定量的・定性的な評価手法の充実定量的・定性的な評価手法の充実

・改善に向けて

検討。

・観光・余暇を目的と

した事業などでは、

従来のＢ／Ｃだけで

評価してよいのか。

・間接効果注）を評価す

べき。

･Ｂ／Ｃに加えて、地域の要

望、地域にとっての真の必

要性も踏まえてつくってい

かくなくてはならない。

・新規事業採択時評価等において、

前提条件、Ｂ／Ｃ、事業への影響、

事業実施環境を俯瞰し、総合的に

評価。

総合評価手法・

客観的評価

指標

検討の方向
地方の意見（事業評

価監視委員会等）
国会での主な議論現在の手法項 目

注）税収、住民所得、観光客増加、地価上昇、まちづくり、景観等
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４．その他、事業評価に関連する国会等での意見４．その他、事業評価に関連する国会等での意見

○ Ｂ／Ｃ、経済性が道路をつくるつくらないの物差しに使われているように思えて仕方がない。そうではなくて、暮らしを守
るために必要な道路をつくるのであって、人の暮らしと命はコストだとか経済性の話ではない。

○ 過疎地の道路や生活道路等、費用便益的には割に合わないものもある。費用便益分析とは別に、政策判断でつくるべ
きと考えるが、地方自治体の判断にゆだねるべき。恣意的な費用便益分析で、不要不急の高規格道路の建設を正当化
するのはやめるべき。

○ 国の政策としてやっていこうという二地域居住、都会よりも田舎、その田舎で自然との共生を学ぶために必要な道路で
あれば、優先的につくっていく。それは全部国民の財産、国家の財産であるという意識を我々は持つ必要がある。

○ 交通量推計は、高規格と地域高規格を全部造ったネットワークを基礎にしているが、もう少し現実味のある想定をおい
た方がいい。

○ 事業費が、当初計画の２倍、３倍になっているものもある。事業費変動を評価時点にどう盛り込むか。検討すべき。

○ 道路網のとり方については、もうちょっと限定した範囲で便益を算出するような手法にしてほしい。

○ 地下鉄整備について、渋滞対策というならば効果を教えてほしい。道路なのであればＢ／Ｃを教えてほしい。

○ 駐車場整備について、事前評価がなされていない。定量的でなくても、費用と渋滞対策、路駐対策に効果があるのか分
析すべき。

○ マニュアルの見直しは、時間価値原単位を含めて、国民の目線からみてなるほどというものをつくってほしい。

○ 是非データも含めて公表して、検討経過を明らかにしながらやってほしい。修正することがあれば修正したらいいと思う
が、なぜ修正をしたのか、その経過もきちっと分かるように公表してもらいたい。

○ 結果の公表様式について、分かりやすくしてほしい。

○ 経費（委託費）をかけない評価手法の確立が必要ではないか。

次の意見も踏まえて検討。


